
本市においては、平成31年3月に「山鹿市地域公共交通網

形成計画」を策定し、路線バスやあいのりタクシー運行につい

て、利便性向上や運行効率化など適宜見直しを実施してきまし

たが、利用者減少や収支の悪化、運転手不足等、地域公共交通

を取り巻く状況が大きく変化している状況です。

こういった状況のなか、持続可能な地域公共交通サービスの

提供を将来的に確保するため、実情に応じた地域公共交通の今

後のあり方を示した を策定します。

・山鹿市全域（必要に応じて周辺市町と連携した取組を検討）

・令和6年(2024年)4月～令和11年(2029年)3月の5年間

＜お問い合わせ先＞
山鹿市 市民部 地域生活課（山鹿市地域公共交通活性化協議会事務局）
〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿９８７番地３ TEL：0968-43-1114

移動実態やニーズに応じた適正なサービス水準
の設定

1

地域や利用者と積極的な意見交換の実施
地域の実状に応じた適宜運行内容の見直し

２

高齢の利用者や運行する交通事業者等にとって
利便性が高い配車システム等の導入

他の交通資源の有効活用や、路線バスやあいの
りタクシーを含めた相互の連携に向けた、関係
部署と協働した調査・検討

沿道施設と連携した待ち空間の創出
地域公共交通に関する情報が取得しやすい環境
整備

本市及び周辺市町も含めた路線バスやあいのり
タクシーなどの必要な情報をまとめた地域公共
交通マップの作成・周知

主要施設等を周遊できる移動手段の導入など、
交通事業者や沿道施設、宿泊施設等と連携した
検討

幅広い世代に地域公共交通を身近に感じてもら
い、利用するきっかけとなるような取組の推進
(乗り方教室や出前講座、「バス無料の日」の実施など)

周辺市町や交通事業者との定例会議の実施

地域が主体となった新たな交通モードの実現に
向けた組織・体制づくりについて検討

※無回答除く



” 拠点性を高め、生活の利便性の維持・向上や、地域の活力維持につながる地域公共交通体系の構築を目指します。

そのために、超高齢化社会や多様化する暮らし等への対応、さらには観光客の移動手段の確保に向けて、実態やニー

ズを踏まえた地域公共交通体系の形成やサービス水準の設定、適切な交通モードの設定など、まちづくりと連携した

地域公共交通体系の形成に努めます。

人員不足や財政制約等により、地域公共交通の維持・確保が困難な状況の中、路線バスやあいのりタクシーなど、

地域に存在する交通資源を総動員し、地域公共交通相互の連携による効率的かつ有機的なネットワークを形成すると

ともに、過度な人的・経済的な負担を伴わない仕組みづくりなど、持続可能な地域公共交通サービスへの再構築を図

ります。

誰もが地域公共交通を利用しやすい環境を整備し、さらなる利用促進を図るとともに、現在利用していない市民や

来訪者を対象とした需要の創出を目指し、利用を喚起するような情報発信や利用案内の充実を図ります。

多様な主体が連携・協働し、まずは地域公共交通について知り・考え、そして創り・守り・育てることで、持続的

かつ効果的な地域公共交通サービスの展開を図ります。

また、周辺自治体と路線バスで結ばれており、一体的な生活圏が形成されていることから、周辺自治体との連携の

強化も図ります。

交通モードの選択

路線バス あいのりタクシー

通常タクシー 新交通システム

都市間幹線:

都市間連絡:

市街地幹線:

地域間幹線:

支線 :

※交通モードとは、路線バスやあいのりタクシーなどの交通手段を意味しますが、その運行形態（定時定路線や予約型など）や運行主体といった運行方法等
も含めた広義として使用しています。
※拠点とは、都市拠点（市役所を含む中心市街地）、地域拠点（鹿本市民センター周辺）、生活拠点（鹿北市民センター周辺、菊鹿市民センター周辺、鹿央
市民センター周辺）、交流核（八千代座、道の駅鹿北小栗郷、水辺プラザかもと など）を示します。


